
- 55 - 

─────────────────────────────────────────── 

平成21年 第３回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第２日） 

                             平成21年９月３日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                        平成21年９月３日 午前10時03分開議 

 日程第１ 認定第１号 平成２０年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第２ 認定第２号 平成２０年度由布市水道事業会計収支決算の認定について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 認定第１号 平成２０年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第２ 認定第２号 平成２０年度由布市水道事業会計収支決算の認定について 

────────────────────────────── 

出席議員（24名） 

１番 小林華弥子君        ２番 髙橋 義孝君 

４番 新井 一徳君        ５番 佐藤 郁夫君 

６番 佐藤 友信君        ７番 溝口 泰章君 

８番 西郡  均君        ９番 渕野けさ子君 

10番 太田 正美君        11番 二宮 英俊君 

12番 藤柴 厚才君        13番 佐藤  正君 

14番 江藤 明彦君        15番 佐藤 人巳君 

16番 田中真理子君        17番 利光 直人君 

18番 久保 博義君        20番 吉村 幸治君 

21番 工藤 安雄君        22番 生野 征平君 

23番 山村 博司君        24番 後藤 憲次君 

25番 丹生 文雄君        26番 三重野精二君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

19番 小野二三人君                  

────────────────────────────── 



- 56 - 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 野上 安一君        書記 衛藤 哲雄君 

書記 馬見塚量治君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   副市長 …………………… 清水 嘉彦君 

総務部長 ………………… 吉野 宗男君   総務課長 ………………… 工藤 浩二君 

財政課長 ………………… 長谷川澄男君   総合政策課長 …………… 相馬 尊重君 

税務課長 ………………… 飯倉 敏雄君   会計管理者 ……………… 佐藤 利幸君 

産業建設部長 …………… 佐藤 省一君   契約管理課長 …………… 渡辺  定君 

農政課長 ………………… 志柿 正蔵君   水道課長 ………………… 目野 直文君 

健康福祉事務所長 ……… 秋吉 敏雄君   保険課長 ………………… 生野 博文君 

環境商工観光部長 ……… 平野 直人君   環境課長 ………………… 溝口 博則君 

挾間振興局長 …………… 米野 啓治君   庄内振興局長 …………… 佐藤 和明君 

湯布院振興局長 ………… 佐藤 和利君   教育次長 ………………… 島津 義信君 

消防長 …………………… 浦田 政秀君 

────────────────────────────── 

午前10時03分開議 

○議長（三重野精二君）  皆さん、おはようございます。議員及び市長はじめ執行部各位には、本

日もよろしくお願いを申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は２４人です。小野議員から所用のため欠席届が出ております。 

 定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

 執行部より市長、副市長、教育長、各部長及び関係課長の出席を求めております。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第２号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．認定第１号 

○議長（三重野精二君）  それでは、日程第１、認定第１号について詳細説明を求めます。 

 各会計の説明については、決算書の製本順とし、簡潔明瞭にお願いをいたします。 

 なお、発言に際しては、冒頭に職名をお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入から説明をお願いいたします。財政課長。 
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 先ほど教育長と申し上げましたが、これをちょっと除いてください。 

 それでは、まず一般会計の歳入から説明をお願いいたします。財政課長よりお願いします。 

○財政課長（長谷川澄男君）  おはようございます。財政課長の長谷川です。 

 それでは、私のほうから決算書の説明に入ります前に、昨日、お渡ししました財政状況カード、

いわゆる決算状況のカードについて若干説明をさせていただきます。この表でございます。 

○事務局長（野上 安一君）  表紙がついてる分で財政課っていうのが一番下に書いてると思いま

す。 

○財政課長（長谷川澄男君）  よろしゅうございますか。まず、この表の右側の上のほうからの説

明になります。右側上のほうに収支状況ということで出ております。千円単位でございますが、

歳入総額につきましては１５６億１,９１２万５,０００円、それから歳出の総額につきましては

１４９億９,６０４万３,０００円となっておりまして、差し引き額が６億２,３０８万２,０００円

ということでございます。本年度へ繰り越すべき財源が１億９２４万４,０００円で、実質収支が

５億１,３８３万８,０００円ということです。 

 単年度収支、これにつきましては、２０年度の実質収支から１９年度の実質収支を差し引いた

ものでございますが、この分がマイナスの１,９０６万５,０００円ということでございます。 

 積立金につきましては、財政調整基金の積立金でございまして、この分は２億６,８６７万

５,０００円、それから繰り上げ償還金、例年この項目には数値が上がってこなかったのですが、

平成２０年度は繰り上げ償還が可能となったということで、この分が１億３,３６１万円となっ

ております。 

 それから、積立金の取り崩し額でございますが、同じく財政調整基金の取り崩しでございまし

て１億２,０５４万９,０００円となっております。実質単年度収支につきましては記載してる算

式のとおりでございまして、その結果、２億６,２６５万１,０００円となります。 

 それからその次の下が、青く表示してますけど、財政指数等について書いてございます。基準

財政収入額、需用額はこのような数値になっておりますが、この数値は一本算定の額をあらわし

ております。それから、標準税の収入額、これにつきましては算式ございますけど、４７億

７,３５２万２,０００円ということでございます。 

 それから、標準財政規模につきましては、これ今、説明しました標準税収入額と臨時財政対策

債、これを足したものでございます。今年度から、今年度からといいますか、２０年度から臨時

財政対策債、これも含むようなことに変更となっております。したがいまして、昨年よりふえて

るわけですが、９８億４,６３０万１,０００円となっております。 

 それから、財政力指数につきましては０.５ということで、これ基準財政収入額を基準財政需

要額で割った割合で、過去３年間の平均値でございます。ちなみに、昨年度は０.４９でござい
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ました。この数値につきましては、１に近いほど財源に余裕があると言えるものでございます。 

 それから、実質収支比率、この部分が５.２％ということでございます。実質収支額を標準財

政規模で割ったものでございます。 

 それから、経常一般財源等比率９５.７％ということで、これは経常一般財源、左側の歳入の

状況のところの、ずっと経常一般財源という枠がございますが、そこの下の数字ですね。９４億

１,８０７万２,０００円、これを標準財政規模で割ったものでございます。 

 それから、公債費比率、公債費の比率でございますが、公債費に充当された一般財源の標準財

政規模に対する割合ということでございます。おおむね１０％程度が望ましいということで、

１５％が注意信号ということでされております。平成２０年度は１０.３％ということでござい

ます。ちなみに、昨年度は１２.３％で、２ポイント下がったような状況でございます。 

 それから、起債制限比率でございますが８.５％ということで、２０％を超えると地方債の発

行が制限されるわけですが、今回は８.５％ということで、昨年度が９.６％でしたので１.１ポ

イント下がったような状況になっております。 

 それから、公債費の負担比率、これが１６.８％です。公債費に充当された一般財源総額に対

する割合ということで、昨年度は１６.４％でした。この率については、率が高いほど財政運営

の硬直性の高まりを示すというような形になります。若干ちょっと昨年度より上がったような形

になっております。 

 それから、健全化判断比率の状況、これにつきましては、昨日の報告第８号で健全化判断比率

の説明をさせていただきましたので省略をさせていただきます。 

 それから、地方債の状況でございますが、２０年度の発行額は前年度よりも、１０億８,４９０万

３,０００円に対しまして、２０年度の償還額が──元金でございますが１７億３,２２４万円と

いうことで、年度末残高としましては昨年度の年度末の残高よりも減となったということでござ

います。 

 それから、債務負担行為の状況でございますが、限度額は２４億２,５０１万３,０００円、支

出済み額は──支出額でございますが、２億３,２０９万６,０００円で、翌年度以降の支出予定

額は１４億２,５４６万６,０００円となります。昨年度と比較しまして、限度額で１億

４,５７０万６,０００円の減、支出額で８０２万９,０００円の減となっております。翌年度以

降の支出予定額は２億３,５７０万６,０００円の減となっております。 

 それから、基金の状況でございますが、財政調整基金につきましては、取り崩し額よりも積立

額が上回ったということで、昨年度末よりも１億４,８１０万６,０００円増となりまして、年度

末で８億７,９３９万６,０００円となっております。それから、減債基金も新年度の公債費に充

てるために積み立てをしたことから、前年度よりも増となりまして２億６,９２５万８,０００円
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となっております。その他の特定目的基金の積立金の内訳でございますが、これまで潤いのある

町環境整備基金、それから定住化促進対策基金、地域福祉基金と、２０年度に地域活性化生活対

策臨時交付金で基金の造成をしました消費者行政活性化基金、子育て支援特別対策基金、障がい

者福祉特別対策基金と地域振興基金に積み立てをし、さらに、みらいふるさと基金の積み立てと

なっております。取り崩し額は定住化促進対策基金となっています。この結果、２０年度末では

６,９８２万円の増となりまして、９億５５７万９,０００円となっております。定額運用基金に

つきましては、土地開発基金、それからその他の基金は、肉用牛の特別導入、由布市優良基礎牛、

教育奨学資金で、２０年度末の定額運用基金の合計は１億６,５７６万１,０００円となっており

ます。 

 続きまして、左側のほうの上に行きまして歳入の状況、歳出の状況について御説明いたします。

これ、昨年度も申し上げたんですが、決算統計上、決算統計をする上でルールがございまして、

それに基づいた作成の仕方をいたしております。したがいまして、決算書の数値と若干相違して

いるというふうになっております。例で言いますと、歳入で言えば、国の補助金と県の補助金が

合算されて県の補助金というふうに予算的にはそうなってるんですが、決算上では実際に国の補

助金が幾ら、県の補助金が幾らとそれぞれ分けて決算統計をするようになっております。このた

めに決算書と差異が生じております。それから、保育料も決算書では負担金で計上されておりま

すが、決算統計上では使用料ということで計上されております。歳出では、諸支出金が３億

７,５００万円程度ございますが、これについても決算統計上ではゼロ円となっております。こ

の諸支出金につきましては基金積立金が主なものでございますが、それぞれの基金の内容により

まして総務費や民生費などの積立金として計上されていることから決算書と差異が生じていると

いうことでございます。 

 これ、全体でまず歳入の主なものを説明いたしますと、地方税につきましては、前年度で

０.８％、金額で３,１９６万４,０００円の減となりました。市民税と軽自動車税は前年度より

も増となっておりますが、固定資産税と入湯税、たばこ税の減によりまして、税全体では若干の

減となっております。 

 それから、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ利用税交付金、

自動車取得税交付金が前年度よりも減となりましたが、これの主な原因としましては景気低迷に

よるものということでございます。 

 それから、地方特例交付金につきましては、率で１３６.９％、金額で２,４９４万円の増とな

っておりますが、これは自動車取得税と個人住民税の住宅取得特別控除、これの減収補てん分が

増となったことによるものです。 

 それから、地方交付税につきましては特別交付税が減となっておりますが、普通交付税は地方
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再生対策費、これ新たに創設されたことから地方交付税全体では、率では３.１％、金額では

１億２,０８０万７,０００円の増となっております。 

 それから次に、県支出金でございますが、国体が開催されたことに伴いまして、率で２３.１％、

金額で２億１,３１０万１,０００円の増となっております。 

 財産収入につきましては、基金利子はふえましたが、不動産売り払い収入が減少したというこ

とで、全体では１,９９６万１,０００円の減となっております。 

 それから、寄附金、繰入金、諸収入も前年度より減少しております。諸収入の減につきまして

は、地域総合整備資金の貸付金、これと過年度収入が減となったことによるものです。 

 地方債につきましては、臨時財政対策債と辺地債、地域総合整備の貸付債、災害復旧等で減と

なっております。 

 歳入全体では前年対比で、率で０.３％のマイナス、金額では４,７６６万７,０００円という

ことで、わずかでございますが減少となっております。 

 次に歳出、下の段の歳出でございますが、歳出には、左半分が性質別、それから右半分が款ご

との目的別となっておりますが、２つ出ておりますけど、目的別につきましては後ほど決算書の

ほうで説明をいたしますのでここでは省略いたしまして、性質別について御説明いたします。 

 まず、人件費でございますが、前年度よりも減となっております。この主な理由としましては、

職員定数の減によるものと給与の５％カットによるものでございます。それから、扶助費の減は

生活保護費の減によるものです。公債費は、元利償還金の減となっております。以上のことが義

務的経費となるわけですが、全体的に減となっております。 

 それから、物件費の減は、前年度に燃料費が高騰したこともありまして今年度はその反動とい

いますか、安定したこともございまして、この抑制によるものというふうになっております。 

 それから、補助費等の額は環境衛生組合の増額分が主なものでございます。 

 それから、補助費等の増につきましては、国体実行委員会の補助金及び後期高齢者医療制度に

かかわる補助金が増となっております。 

 それから、積立金につきましては、地域振興基金の造成を本年度は行わなかったということで

ございます。 

 投資、出資、貸付金の減につきましては、本年度地域総合整備貸付整備資金の貸付金の対象事

業がなかったということでございます。前年度はその分で佐藤医院ですか、この分で５,１００万

円の貸し付けが行われております。 

 それから、繰り出し金の増は、老人医療特会の繰り出し金が減少したためでございます。 

 投資的経費の普通建設事業は、補助分では道路関係諸費の縮小に伴い減と、単独分につきまし

ては、給食センター、それから幼稚園の施設改良に伴いまして増となっております。 
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 災害復旧事業、本年度は大規模な災害が発生しなかったために、それから決算額は１９年度の

繰り越しした額が主なものとなっております。歳入全体では前年度に比べまして、率でマイナス

０.４％、金額で５,６５０万４,０００円の減となっております。 

 それから、臨時財政特例債、これ、きのうもちょっとお話しましたけど、この地方債は地方交

付税の財源不足を補うために平成１３年度から地方債の特例として発行されたということで、一

般の起債と異なりまして一般財源扱いということで、この元利償還費は後年度に全額普通交付税

に算入されるということで実質的な交付税扱いというふうにされております。 

 経常収支比率でございますが、２０年度は９３.１％、昨年度が９５.９％で、２.８ポイント

下がっております。この理由としましては、収入で普通交付税が増額になったこと、それから繰

り上げ償還を行ったということで、それが下がった理由となっております。 

 それから、公共企業等の繰り出し状況、これにつきましては、右下の記載枠のとおり観光施設

となっておりますのは、これは健康温泉館でございます。 

 それから、一番下の基金は土地開発基金と定額運用の基金の利子分でございます。 

 決算カードの状況については以上でございます。 

 それから、もう一点、決算書の説明に入る前に今回新しく報告ということでちょっと説明をさ

せていただきますと、この主要施策の成果説明書をお持ちだと思うんですが、これの一番最後の

ほうなんですが９７ページをお開きいただきたいと思います。これには……、よろしいですかね。

９７ページの前にタイトルで「新公会計制度における財務諸表」ということで、地方公共団体の

会計の連結分ということで書いてございます。これにつきまして若干ちょっと説明をさせていた

だきます。 

 この連結の財務諸表、４表、これを作成して報告する上に当たっての経緯でございますが、平

成１８年８月に総務省のほうで指針が示されまして、連結ベースで新公会計制度へ対応するとい

うことを決定しております。由布市におきましても、平成１９年１１月に同じく指針を定めまし

て、３年後の平成２１年度の決算議会において、前年度ですね、平成２０年度決算の内容で公表

するということを目標に年次計画を立てて今まで取り組んできました。今回、公表を行うという

ことから議会に報告をするものでございます。健全化判断比率や資金不足比率のように監査委員

の審査に付して議会に報告というところまでは定められておりません。今回、２０年度のこの連

結財務諸表４表を公表するということで、当然のことながら議会のほうに御報告するというもの

でございます。 

 この連結の財務諸表４表というのは、いわゆる普通会計、実際由布市の場合、今、普通会計は

もう一般会計だけでございますが、これと特別会計を連結させた、連結の貸借対照表、それから

連結の行政コスト計算書、連結の純資産変動計算書、それから連結の資金収支決算書の４つの表



- 62 - 

となっております。 

 ９７ページでございますが、まず連結貸借対照表、この表につきましては、市が住民サービス

を提供するために保有している資産、これの借り方ですか、これを左側に計上しまして、資産を

形成するための財源をどのように調達したのかについて負債及び諸資産に分けて、貸し方、右側

に計上しております。これによりまして、これまで把握することが困難であった次世代に引き継

ぐ資産の状況、それから将来発生する負担金額などが明らかになるということでございます。 

 その下の資産の部でございますが、その中で１の公共資産、これについては、その中で有形固

定資産、これについては土地、建物などの長期間にわたって住民サービスを提供するために使用

するものを計上しております。建物については、減価償却後の金額となっております。 

 それから、その下の２の投資等でございますが、公共企業や公社等に対する出資金や貸付金、

特定の目的のために積み立てた基金などの資産を計上いたしております。 

 ３番目の流動資産につきましては、現金や必要に応じて流動化が可能な財政調整基金、それか

ら市税の未収金などを計上いたしております。 

 それから、負債の部でございますが、右側の分ですが、固定負債、これは平成２２年の４月

１日以降に支出を予定されているものを固定負債としております。 

 それから、２番目の流動負債についてでございますが、平成２１年４月から２２年の３月、い

わゆる２１年度に支出が予定されているものを流動負債としております。 

 それから、大きな３番目の純資産の部でございますが、これはいわゆる資産、左側の資産と右

側の上の負債の差額が計上されております。負債の部が翌年度以降の支出予定額を計上しておる

ことから将来世代が負担する部分というものであるのに対しまして、純資産の分は現在までの世

代が負担した部分をあらわしております。 

 次に、９８ページでございますが、行政コスト計算書、これにつきましては経常的な行政サー

ビスにかかったコストということで、平成２０年４月１日から２１年３月３１日、いわゆる

２０年度ですが、の市の行政活動のうち資産形成に結びつかない行政サービスにかかわる経費、

これが経常行政コストというんですが、それと使用料、分担金、負担金、寄附金など行政サービ

スの直接の対価として得られた財源、これ経常収益としてますが、これを対比させたものでござ

います。 

 次の９９ページの純資産変動計算書でございますが、これ先ほどの９７ページにございました

貸借対照表の純資産、これの分に計上されている各数値、これが１年間でどのように変動したか

というのをあらわしております。 

 最後のページの１００ページの資金収支計算書、これ資金の出入りの情報を３つの区分に分け

てあらわしております。 
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 経常的収支の分については、人件費や物件費などの経常的な支出と、地方税、地方交付税など

の収入が計上されております。 

 それから、次の公共資産形成収支の分については、公共資産の整備などによる支出と、その財

源である補助金、地方債などによる収入が計上されております。 

 それから、投資、それから財務的収支の分については、当初より出資、貸し付け、地方債の償

還などによる支出と、その財源であります貸付金の元利金の回収などによる収入が計上されてお

りまして、投資活動や地方債の償還などに伴う資金収支の状況をあらわしております。 

 以上でございます。 

 では、あとは決算書のほうに移りたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  税務課長。 

○税務課長（飯倉 敏雄君）  おはようございます。税務課長です。 

 それでは、歳入の１６から１７ページ、市税の１項から７項までを説明をいたしたいと思いま

す。詳細資料といたしましては、決算における主要施策の成果説明５ページと７ページ及び決算

審査意見書の１０ページ、１１ページに、内容等につきましては詳細に記載されております。私

のほうからは、説明は省略をいたします。 

 それでは、市税でございますけども、１項の市民税につきましては、税源移譲に伴い改正で税

率が５％分の影響によります若干の増になっております。法人市民税では、従業員の減少により

ます８号法人が１件が７号法人に移行したための１３４万円の減及び景気低迷等によります修

正・更正が発生したことによります法人税割の減となっております。 

 ２項につきましては固定資産税でございます。評価がえの前の年でありまして、土地では、通

常の地目変換等によります前年度より２,２７５万７,０００円の増、家屋につきましては、新増

築分が３２６棟、前年度では２７７棟で、４９棟の増加が主な要因と思われます。償却資産につ

きましては、帳簿価格の合計と評価価格の合計の高いほうを決定価格とする評価基準でありまし

たが、法改正によりまして取り扱いが一部変更されました。評価額のみを適用する見直しになっ

たことによりまして２４２万２,０００円の若干の増ということで、固定資産税全体では減価分

として５,７３８万５,８００円の増となっております。 

 次に、３項の軽自動車税でございますけども、これは通常の変動であり、若干の増となってお

ります。 

 ４項の市税、市たばこ税につきましては、もう議員も御存じのとおりタスポの導入によります

売上が急激な減少をし、実績では５,９５２万２７４本、前年度では６,３４９万３２０本と、比

較いたしますと３９７万４６本の減少となっております。 

 ７項の入湯税につきましては、今年度の利用者数は７８万５,７１８人でございました。前年
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度より１０万５,４４２人の減少となっております。これは、主な要因といたしましては、ガソ

リン代の値下がり等でマイカー利用者の日帰り利用者等の増加が主な要因だと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  財政課長です。それでは、引き続きまして歳入の２款、それから歳

出につきまして説明をさせていただきます。 

 まず、決算書の説明でありますが、これをどのような形でするのかっていうの、いろいろ報告

の仕方あろうかと思いますが、事業内容につきましては主要施策の成果説明書に記載をいたして

おること、それから当初予算や補正予算でも内容については説明をしてきたとこでございます。

このようなことから私が説明いたしますのは、一般会計につきましては、歳入では収入済み額、

歳出では支出済み額の金額を前年度と比較しまして、おおむね１,０００万円程度の増減が生じ

ているものを主に説明させていただきます。 

 説明に当たっては決算書に前年度の決算額が表示されていないということや、昨年も同じよう

なことで内容を説明したんですが、口頭だけではなかなか説明がわかりづらいということから説

明する項目につきまして目単位の資料を急遽私のほうが作成をしました。その資料が昨日お渡し

しました⑤と書いてますけど、一般会計決算書の増減表という、この表でございます。この表と

照らし合わせながら参考にしていただきたいと存じます。私が作成したことからちょっと資料の

できぐあいが十分でございませんで、文字が若干小さいかもしれませんが御容赦いただきたいと

思います。 

 決算書の中で歳入、どこでも結構なんですが、開いていただきますと予算現額の中に継続費及

び繰越事業費の財源充当欄という欄がございますが、これは１９年度から２０年度へ繰り越され

た継続費の翌年度提示繰越額と繰越明許費の翌年度繰越額の合算の金額であります。事故繰越が

あればそれもそうなんですが、そういうもろもろの合算額でございます。１９年度の決算書の歳

出の翌年度繰越額と合致するようになっております。毎年６月の議会で前年度にかかわります繰

越明許、それから継続費、事故繰越の計算書を報告しておりますが、この財源内訳の所に国庫支

出金があれば国庫支出金の欄に、歳入の、先ほど言いました国庫支出金の欄に上がっております

し、県支出金であれば県の欄に、地方債は市債の欄にということで歳入のほうに上がってくるよ

うな形になります。既収入特定財源と一般財源、この分が、これの合計分が歳入の分で言うと繰

越金という所に上がるような形になっております。 

 最後でございますが、歳入の収入未済額、それから歳出の不用額につきましては、どのような

理由でこのような金額が生じたのかということは担当課でないと詳細がわからないこともありま

すので、これらにつきましては各常任委員会のほうで担当課からお聞き取りを願いたいというふ
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うに思います。 

 最初に、ちょっと飛んで申しわけないんですけど、一般会計の一番最後の１３２ページ、お開

きいただきたいと思います。ここに実質収支に関する調書という調書ございます。もう先ほど決

算カード等で金額も一応読み上げましたんで、ちょっと数字的にはちょっと省かせていただきま

すが、いわゆる歳入の総額、それから歳出の総額が出ております。歳入と歳出の差し引き額では

６億２,３０８万１,５１４円という形になっております。この歳入歳出の差し引き額から、４て

書いてますけど、翌年度へ繰り越すべき財源、これには継続費と繰越明許と事故繰越ございます

が、この合計の１億９２４万３,３４４円、これを差し引いた分が実質収支額となります。この

部分が５億１,３８３万８,１７０円ということでございまして、次の６の分については、実質収

支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額、この分が昨年度まではございま

せんでしたが、ことしの３月ですか、３月の議会で財政調整基金条例を一部改正しまして、いわ

ゆるこの実質収支額ですが、これの２分の１を下らない額を基金に編入することができるという

ふうに改正したことから、今回から実質収支額の２分の１以上、いわゆる２億５,７００万円を

基金繰り入れしているところでございます。 

 それでは、最初に戻っていただきまして、１６ページですか、１６ページの２款の地方譲与税

から説明をしてまいりたいと思います。２款の地方譲与税から次のページの１２款の交通安全対

策特別交付金、これまでの款につきましては、３款の利子割交付金、それから１０款の地方特例

交付金、それから地方交付税を除いてすべて前年度よりも減額となっております。この要因につ

きましては景気低迷というふうに思われます。 

 それから、１８ページの１０款の地方特例交付金、これは地方特例交付金で児童手当の制度の

拡充に伴う地方負担金増額の措置ということで、減税補てん特例交付金、これが廃止されたこと

に伴う経過措置分の交付ということで、この分が前年度よりも増額となっております。それから、

地方税等減収補てん臨時交付金は、道路特定財源の暫定税率の期限切れによる措置ということで、

新規に伴い増となっております。 

 それから、次の１１款の地方交付税のうち普通交付税につきましては、地方再生対策費が新し

く創設されたということで増となっております。私が言う分はほとんどこの増減表に書いており

ますのでよろしくお願いします。 

 それから、２０ページの分担金及び負担金、この分で分担金でございますが、前年度よりも減

少しております。これ農林水産業の分担金で、大規模な災害復旧が発生しなかったということで

ございます。分担金の中で未収入金、収入未済額がございますが、これが５７万９,３５６円と

いうふうになっておりますが、これは現年度分の農業施設、原材料費の分担金と滞納繰越分の耕

地災害の復旧事業の分担金でございます。 
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 次に、２項の負担金でございますが、これにつきましても前年度よりも減少となっております。

理由としましては、農林水産業費負担金の草地林地一体的利用の総合整備事業負担金、これが減

となったことによるものです。民生費の負担金の収入未済額２,５８８万１,９４０円、これにつ

きましては保育料の現年分と滞納繰越分でございます。 

 それから、次のページでございますが、２２ページ、２３ページをお開き願いたいんですが、

１４款の使用料及び手数料でございます。１項の使用料につきましては、前年度よりも増加いた

しました。理由としましては、衛生使用料の火葬場の使用料、それから教育使用料のスポーツセ

ンターの使用料がふえたことによるものです。使用料の中の収入未済額の総務使用料５万

３,０００円でございますが、５万２,９００円ですか、これは市営駐車場の駐車料金の現年度分

と滞納繰越分でございます。それから、住宅使用料の、真ん中辺にございますが、住宅使用料の

中で収入未済が４,６７４万５,６００円となっておりますが、これは住宅の家賃収入の現年度分

と滞納繰越分、それから浄化槽の使用料の現年度分と滞納繰越分でございます。 

 一番下のほうですが、手数料につきましては衛生使用料の減が出てます。これにつきましては、

日出生台演習場に浄化槽が設置されたということで、し尿処理の手数料が減となった理由による

ものです。 

 それから、２４ページの国庫支出金でございますが、全体では前年度よりも減少したような形

になっております。その中で１項の国庫負担金、これにつきましては民生費の国庫負担金、これ

が生活保護費と国保の基盤安定事業の負担金が減少したことから減となっております。 

 それから、２項の国庫補助金につきましては、次のページにございますけど、衛生費の国庫補

助金の老人保健事業や土木費の国庫補助金の防衛の障害防止事業、それから災害復旧費の国庫補

助金が減少いたしておりますが、総務費の国庫補助金の地域活性化緊急安心実現総合対策交付金、

それから定額給付金事務費の交付金、それから地域活性化生活対策臨時交付金、これが新たに交

付されたということで、全体では前年度よりもわずかにふえたような形になっております。 

 それから、次の２６ページの民生費の国庫補助金の予算現額の中で、継続費及び繰越事業費、

繰越財源充当額という所に１,５００万円、これが上がっておりますが、これは１９年度で繰り

越ししました地域介護、福祉空間整備事業の交付金でございます。 

 それから、５目の土木費の国庫補助金の予算現額の中で、同じく２,１１１万円上がっており

ますけど、これにつきましては向原別府線、七蔵司工区の改良、それから小野屋櫟木線の改良、

長湯庄内湯平線改良、これの道路整備の臨時交付金、それと湯ノ坪線の改良の交通安全施設等の

整備補助金というような形になっております。それから、災害復旧費の国庫補助金の予算現額で

１,３２８万１,０００円となっている分については、土木災害の復旧費でございます。 

 次に、２８ページでございますが、国庫委託金のほうに移りまして、前年度よりも教育費の国
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庫委託金、これで地域協育推進事業委託金が昨年度ございましたけど、今年度はこれがなくなっ

たということで前年対比では減少としたということでございます。 

 それから、１６款の県支出金に移りまして、この１６款全体では前年度よりも大幅な増となっ

ております。まず、１項の県負担金でございますが、民生費の県負担金で後期高齢者医療保険の

新設ということで増となっております。それから、県の補助金、２項の県の補助金ですが、衛生

費の県補助金の老人保健事業費が減となっておりますが、民生費の県補助金で児童更生施設等整

備費の補助金や農林水産業の県補助金の畜産生産振興事業費補助金、教育費の県の補助金、国体

開催、それから災害復旧費の県補助金の繰り越しによる災害復旧費が増となりまして、前年度よ

りもふえたような形となっております。 

 それから、飛びまして３４ページ、お願いします。３４ページの８目の災害復旧費の県補助金

でございますが、この中の予算現額であります繰越充当についての枠については１億７,４８０万

４,０００円、これにつきましては農業施設の災害復旧費の分となっております。 

 それから、３項の県委託金でございますが、この中で１目の総務費の県委託金の分につきまし

ては、知事と県議会議員、それから参議院議員の選挙委託費、これが前年度ございましたが、こ

れが減少したということでございます。それから、教育費の県委託金が国体開催によりまして国

体競技施設整備事業がふえて、県委託金としては前年度よりも増となっております。 

 次に、３６ページでございますが、１７款の財産収入、これにつきましては、前年度よりも減

少しております。１項の財産運用収入、これにつきましては、財産の貸付収入が減少したという

ことですが、利子、それから配当金で各基金の利子がふえたということから前年度よりも増とな

っております。それから、収入未済額は城ケ岳のワインブドウ用用地の貸付料３カ年分の

１４４万円と土地建物貸付用の５万９,０００円というふうになっております。それから、財産

売り払い収入は、不動産売り払い収入で遊休市有地の売却や立木の売り払いが前年度よりも減少

したような形になっております。 

 次に、３８ページでございますが、寄附金でございます。１８款の寄附金でございますが、前

年度との比較では一般寄附のふるさと納税寄附金が新規により増となりましたが、全体では減少

しております。それ以外の寄附金については、昨日お渡しした資料のとおりでございます。 

 それから、１９款の繰入金でございますが、災害の発生の減少ということで財政調整基金の繰

り入れが少なかったということになっております。それから、繰越金につきましては形式収支、

いわゆる歳入から歳出を引いた差し引き額、これが１８年度の同じ形式収支額よりも増というこ

とで昨年度よりもふえております。それから、繰越金の予算現額の中の８,１３４万１,５６０円

ですか、これが、さっき申しましたけど、継続費、それから繰越明許費、事故繰越等の翌年度へ

繰り越すべき財源というのでキープしております既収入特財、それから一般財源のその分だけに
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かかる分の計でございまして、この分が８,１３４万１,５６０円となっております。 

 それから、２１款の諸収入についてでございますが、全体では前年度よりも増となっておりま

す。貸付金元利収入では、地域総合整備資金貸付償還金が前年度よりも減少しております。それ

から、収入未済額は住宅新築資金等貸付償還金が２億１,０３３万１,０００円でほとんどを占め

ておりまして、その他の未収額では、優良雌牛の導入資金の返還金と倉木の土地貸付金の収入と

なっております。受託事業収入の減少は、昨年度は維持管理適正化事業がございましたが、今回

はそれがなかったということで減となっております。 

 それから、４０ページでございますが、雑入が出ております。その中で、一番下の４目に過年

度収入がございますが、これが前年度よりも大幅にふえております。雑入の収入未済額４８万

２,０００円ですが、このうち農政課の分は３９万５,０００円ほどございまして、内訳につきま

してはワイナリーの未納分というふうになっております。 

 それから、歳入の最後ですが、次の４２ページの市債でございます。全体では、前年度よりも

減となっております。地域総合整備の資金の貸付事業、それから過疎債、辺地債が減少しており

ます。それから、市債の土木費の予算現額にございます１,０９０万円につきましては、向原別

府線の改良と小野屋櫟木線でございます。教育債につきましては、２１０万円は給食センターの

建設事業です。それから、災害復旧費の１,６８０万円につきましては、スポーツセンター、陸

上競技場ののり面の部分でございます。この市債の詳細につきましては、主要施策の成果説明書

の７９、８０ページに記載をしているところでございます。 

 歳入につきましては、以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  ここで暫時休憩をいたします。再開は１１時１０分とします。 

午前11時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時12分再開 

○議長（三重野精二君）  再開いたします。 

 説明に入る前に、説明者にお願いを申し上げます。決算の要点を簡潔に説明をお願いします。

増減表も皆さんにお渡しのことでもありますし、もうこれを使った金でありますんで、細かなこ

とにつきましては、これは各委員会で質問に答えるようにしていただきたいと思います。 

 次に、歳出についてお願いをいたします。財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  続きまして、歳出の説明に移りますが、今議長から指摘ございまし

たんで、必要な部分はもうほとんどこの分に書いてると思いますんで、大きなものについてのみ

説明をさせていただきます。 

 まず、４４ページでございますが、歳出につきましては、歳出の中で職員の給与、それから職
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員数、臨時職員の賃金、それから職員の数ですね、数ですね、それから、こういうものにつきま

しては成果説明書の７６から７８ページに掲載をしてるところでございます。それから、事業の

概要の成果、それから目ごとの予算額、決算額、執行等についても同じく成果説明書に記載をし

ております。 

 まず、１款の議会費でございますが、報酬や共済費などの人件費が前年度よりも減少しており

ますが、これの理由につきましては議員の欠員ということでございます。 

 それから、２款の総務費につきましては、職員の定数の減ということと、職員の給与５％カッ

トということでございます。 

 それから、ちょっとこちらのほうで説明をさせていただきます。５目の財産管理費、総務費の

中の５目の財産管理費でございますが、これで森林保険、この分が２０年度なかったということ

で減少しております。それから、挾間庁舎の空調の工事を行いましたけど、この工事請負費が

２０年度ないということでこの分が減となったことが大きな要因、財産管理費の減となった部分

については、これが要因となっております。 

 それから、９目の地域振興費でございますが、この中では１億３,０００万円程度増となって

おりますけど、これは塚原の集会所の改修、それから南由布駅前用地の購入、マイクロバスの購

入等で事業費がふえたということでございます。 

 それから、２項の徴税費の１目の税務総務費でございますが、ここで２,４００万円程度増と

なっておりますが、これにつきましては、償還金利子割引等のところで法改正に伴いまして還付

金が増になったというのが要因でございます。選挙費につきましては、さっき申しましたけど、

県知事、県議会議員、それから参議院議員選挙の減によるものでございます。 

 次に、３款の民生費に移りまして３目の障がい者福祉費、ここの分が３,３４３万３,０００円

程度増となっておりますが、これにつきましては負補交と扶助費ですね、これが増となっており

ます。それから、障がい者の福祉特別対策基金、これ基金が積み立てをしたということで、この

分が増となった要因でございます。 

 それから、５目の老人保健事務費でございますが、老人保健の繰り出し金が減少しております

が、後期高齢者医療制度、これの移行に伴いまして療養給付費の負担金、これが増となったこと

で６,３８６万円増となりました。 

 それから、２項児童福祉費の１目の児童福祉総務費でございますが、これにつきましては、扶

助費の児童手当、それから子育て支援の特別対策基金、これの積立金によりまして４,２４３万

３,０００円増額となっております。それから、次の児童措置費につきましては、１９年度はあ

なみ保育園が園舎改築等を行いまして保育園の施設整備補助金が交付されましたが、今年度は該

当事業がなかったということによる減でございます。 
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 それから、３項の生活保護費の２目の扶助費につきましては、扶助費の中でも医療扶助、これ

が大幅に減となったということで９,３７０万６,０００円減額となっております。 

 それから、４款の衛生費に移りまして１目の保健衛生総務費で３,７３３万円減額となってお

りますが、健康温泉館の繰り出し金、これが前年度よりも増となったんですが、特定健診がス

タートしたことによりまして対象者が減少して健診の委託料、これが大幅な減となっております。 

 それから、５目の環境衛生総務費の分については１,０００万円程度減額となっておりますが、

これは小型合併処理浄化槽設置、この補助金の減によるものでございます。 

 それから、２目清掃費の１目の清掃総務費、これは環境衛生の組合の負担金が減となったこと

で１,０００万円程度、前年度よりも減っております。 

 それから、上水道施設費につきましては、簡易水道特別会計の繰り出し金の増によるものでご

ざいます。 

 ６款の農林水産業費でございますが、１項農業費の２目の農業総務費、これにつきまして人件

費が減となっております。が、主な理由でございます。 

 それから、３目の農業振興費につきましては、補償金及び過年度返還金の減によるものでござ

います。 

 それから、５目の農地費につきましては、農業用排水路整備工事、それから水路改修に伴う工

事請負費が増となっております。 

 それから、林業費に移りまして２目の林業事業費、これが１,３００万円程度ふえております

が、大分中部林道及び林道中詰内成線の維持工事による工事請負費の増が主なものでございます。 

 商工費につきましては、商工総務費が人件費の減によるものが主な理由でございます。 

 それから、予算書も見てもらいたいんですが、商工振興費のとこで繰越明許ということで

１,１００万円、地域活性化生活対策臨時交付金、この分を翌年度へ繰り越ししております。 

 それから、観光費では１００万円を繰り越しをしているところでございます。 

 それから、８款の土木費に移りまして、道路維持費については工事請負費が減となったという

ことでございます。それから、道路新設改良費につきましても、この分が大きく減額となってお

ります。 

 それから、都市計画費に移りまして２目の都市景観対策費、これ新たに２０年度から目を新設

しております。まちづくり協議会補助金や景観条例の、景観マスタープランの制定等を実施して

おります。 

 それから、住宅費につきましては、住宅管理費で川上団地、渕団地の屋根防水工事を行ったこ

とから工事請負費が増となっております。 

 それから、９款の消防費に移りまして３目の消防施設費、水槽付消防ポンプ自動車、これを購



- 71 - 

入したことから４,０００万円程度、前年度よりも増となっております。 

 それから、１０款の教育費に移りまして２目の事務局費の中で１,８９４万３,０００円増とな

っておりますが、これにつきましてはスクールバスの運行業務の委託料が増となったことが要因

でございます。 

 それから、小学校費は賃金が増となっております。中学校費につきましては、機械器具借り上

げ料、それから工事請負費が減となったことで約１,０００万円程度の全体で減となっておりま

す。 

 それから、学校給食費の中の２目の給食センター建設費、これも新しく、先ほど都市景観と一

緒ですが目を新設いたした関係で丸々ふえたような形です。 

 それから、社会教育費の３目の図書館費、これが１,７１７万７,０００円増となっております

が、主なものは図書館のオンライン化業務委託料の増というものでございます。 

 ７項の保健体育費の保健体育総務費につきましては、国民体育大会にかかる経費を新たに４目

につくったということで、保健体育総務費全体では減となっております。 

 それから、体育施設費につきましては、野外トイレ、それから器具保管倉庫設置工事等に伴う

工事請負費が増となったものが要因でございます。 

 それで、４目は、先ほど申しました国体開催により目を新設したものです。 

 それから、１１款の災害復旧費につきましては、災害の発生が少なかったということで前年度

よりも落ちております。 

 それから、公共土木のほうになりますが、これも同じく災害の発生が少なかったということで

ございます。 

 それから、１２款の公債費に移りまして、元金につきましては繰り上げ償還を行ったことによ

りまして増となっております。 

 それから、１３款の諸支出金につきましては、今年度は地域振興基金の積み立てがなかったと

いうことで、その分の歳入の分が落ちております。 

 １４款の予備費でございますが、これ同じく主要施策の成果説明書の７５ページにどのような

事業に充当したかについて記載しております。 

 それから、この決算書の１３０ページ、１３１ページ、開いていただきたいんですが、翌年度

へ、歳出の合計が出ておりまして、翌年度の繰越額ということで継続費の定時繰り越しと、それ

から繰越明許、事故繰越、この分の３つが翌年度へ繰り越しとなっております。これがいわゆる

翌年度の歳入の継続費及び繰越事業費、繰越財源の充当額という所に上がってくるようになりま

す。 

 一般会計については以上でございます。 
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○議長（三重野精二君）  会計管理者。 

○会計管理者（佐藤 利幸君）  会計課、佐藤でございます。財産に関する調書中の（３）出資に

よる権利、２６６ページでございます。決算年度中の増減のあるものについてのみ御説明いたし

ます。 

 まず、大分県環境保全センター出捐金は、平成２０年３月７日付で３月末をもって当該財団の

解散、廃止との、また出捐金については精算金として充当しており、今回減額。それから、暴力

追放大分県民会議出捐金については、旧町分の８０万円が漏れていたので今回増額。それから、

地方公営企業等金融機構出資金と大分ケーブルテレコム分は２０年度中に新たに出資をしたもの

をそれぞれ増額計上いたしました。 

 次に、２６８ページ、３．基金については、年度中に積み立て、取り壊しをしたものについて

御説明をいたします。 

 財政調整基金については、年度中の積み立て２億６,７００万円、それから利子１６７万

５,０００円と取り壊し１億２,０５６万９,０００円の差し引きで１億４,８１０万６,０００円

の増額。減債基金については、積み立て５,７２０万円と利子７７万２,０００円、５,７９７万

２,０００円の増額。それから、定住化促進対策基金については、取り壊し１,４００万円と利子

２万９,０００円、差し引きで１,３９７万１,０００円の減額。それから、地域振興基金につい

ては、積み立て４,１００万円と利子５１万５,０００円で４,１５１万５,０００円の増額。介護

給付準備基金については、積み立て１,０８４万８,０００円と利子２９万２,０００円で

１,１１４万円の増額。農業集落排水基金については、積み立て２９万５,０００円と利子８万

９,０００円、取り壊し４０３万３,０００円で３６４万９,０００円の減額と、市営簡易水道事

業基金については、積み立てが１９６万円と利子６万３,０００円、取り壊しが１,１００万円で

８９７万７,０００円の減額となっております。みらいふるさと基金、それから消費者行政活性

化基金、子育て支援特別対策基金、障がい者福祉特別対策基金、介護従事者処遇改善臨時特例基

金については、２０年度新たに積み立てたものであり、決算年度末現在高は記述のとおりでござ

います。 

 それから、２７０ページについては、これはもうそこに書いているとおりでございます。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  契約管理課長。 

○契約管理課長（渡辺  定君）  契約管理課長でございます。契約管理課のほうからは、財産に

関する調書の２６４から２６５ページの土地及び建物の移動と、２６６ページの（２）の山林及

び２６７の物品についての移動のみにつき御説明をさせていただきます。 

 最初に、土地及び建物の移動でございます。公共用財産の学校施設の土地及び建物の木造、非
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木造及び延べ面積について移動がございます。土地につきましては、挾間の石城西部小学校廃止

による減でございまして４,３６７平米。また、同じくこの移動によりまして木造、非木造の移

動がございます。木造につきましては８７３平米、非木造については２０平米で、延べ面積につ

いての変動がございまして８９３平米の減額となっております。したがいまして、それぞれ土地

につきましては、現年度末の現在高が２８万８５５.８７平米、建物の木造の分につきましては

２,４０５平米、非木造の現在高につきましては５万３,４４６.８０平米、延べ面積につきまし

ては５万５,８５１.８０平米となってございます。 

 次に、公営住宅につきましての移動がございます。木造のみでございますが、これにつきまし

ては、庄内の碩南住宅、それから挾間の住宅、それぞれ１棟ずつの取り壊しによる減でございま

して、６２.７６で、決算年度末の現在高が６,６０１.２９平米でございます。非木造について

の移動はございませんで、述べ面積が同じく６２.７６の減でございまして、決算年度末の現在

高につきましては２万８,００７.０１となってございます。 

 次に、その他の施設でございます。決算年度中の増減ということでマイナスの２,４６８.５８平

米、これにつきましては、佐伯の海の家つるみの用途廃止によりますところの面積の減が

２,８３６.５８平米、それから湯布院の川北地区の公民館用地の寄附を受けました面積が

３６４平米ございましたので、この差し引きが２,４６８.５８平米となってございます。これに

伴いまして建物の木造、非木造の変動がございまして、木造につきましては、マイナスの

２７４.６３平米、非木造につきましては、マイナスの１８５.７８平米、延べ面積につきまして

は、今の木造、非木造の計をマイナス４６０.４１平米で、決算年度末の現在高が４万７,７７２.１７平

米となってございます。 

 それから、原野でございます。原野がマイナスの５１平米、これにつきましては、国土交通省

の河川工事用地として挾間町の下市の市有地を売却いたしてます。その面積が減額でございまし

て、次に、その他でございます。 

 その他につきましては、先ほど申しました学校用地の用途廃止をいたしました面積の分と、そ

れから海の家つるみの施設の面積と、由布市土地開発公社からの買収分、これは湯布院の中川が

２,４６０平米購入いたしてございます。この合計が９,６５９.５０平米になりますが、別に、

大分県に地すべり対策事業用地として売却した湯布院の湯平の分の５３平米、それから大分市九

州乳業へ挾間町の前田の１４０平米を売却いたしましたので、その差し引きが９,４５８.５８平

米となってございます。これにつきましては、同じく建物の木造、非木造の移動でございますけ

ども、合計が増で１,１０２.６３平米となってございます。それから、非木造につきましても

２０５.７５平米の増となっております。面積につきましても１,０３８.４６平米となってござ

います。合計でございますけども、土地につきましては２,５９２万１,２３６.４０平米の前年
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度の中から、先ほど申し上げました分の差し引き分として２,５７０平米を足しまして、加えま

して、決算年度の高が２,５９２万３,８１１.４０となってございます。同じく木造につきまし

ても同様でございまして、現年度の増減がマイナスの１０７.７６ということで、決算年度の末

の高が１万９,９９４.８１平米となってございます。非木造につきましては、差し引きゼロでご

ざいまして変動はございません。延べ面積の計につきましては、マイナスの１０７.７６をマイ

ナスいたしまして、決算年度末の現在高が１７万２,３０２.５４平米となってございます。 

 次に、２６６ページの（２）の山林でございます。山林でございます。面積については変動は

ございません。立木の推定蓄積量につきましては５万７,５０３立米の増がございまして、決算

年度末高が１６２万３７６立米となってございます。 

 次に、２６７ページの物品でございます。物品につきましては、２４７台の前年度の台数に対

しまして決算年度の増減がマイナス４ということで、決算年度末の現在高が２４３となってござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、国民健康保険特別会計についてお願いをします。保険課長。 

○保険課長（生野 博文君）  保険課長です。平成２０年度由布市国民健康保険特別会計の歳入歳

出の決算について御説明申し上げます。決算書の１４４ページ、１４５ページをお願いいたしま

す。よろしいでしょうか。 

 歳入といたしまして、１款の国民健康保険税は、１目の一般被保険者分と２目の退職被保険者

分をあわせまして収入額は６億７,３９７万８,０７３円でございまして、１９年度と比べまして

２億８６８万６,０００円で、マイナスの２３.６％の減となっております。これは平成２０年度

からの老人医療から後期高齢者医療制度に移ったことが主な要因でございます。 

 次に、４款の使用料及び手数料の１目督促手数料でありますが、収入済み額６２万５,０５０円

でございます。 

 ５款の国庫支出金は、１４６ページと１４７ページにまたがりますけども、１項の国庫負担金

と２項の国庫補助金をあわせまして９億９,５６１万２,０４５円でございます。 

 １４６、１４７ページに行きますが、続きますが、６款の療養給付費交付金、これは退職者医

療に対するものでございまして、収入済み額が２億６,８２４万８,０００円でございます。 

 ７款の前期高齢者交付金は、９億３９２万４,８１０円でございます。 

 次に、８款の県支出金といたしまして、１項県負担金の１目高額療養費共同事業負担金と２目

特定健康診査等負担金と２項の県補助金の１目財政調整交付金とをあわせまして１億７,７５７万

６,１６８円でございます。 

 それから、１０款の共同事業交付金といたしまして１目の共同事業交付金、これは高額医療費
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共同事業交付金ですが、この交付金と２目の保険財政共同安定化事業交付金をあわせまして３億

６,４５５万１,６０１円でございます。 

 次のページ、１４８ページ、１４９ページをお願いいたします。１０款の財産収入といたしま

して、基金利子でありまして、収入済み額９４万７,０７５円でございます。 

 １３款の繰入金、１目の一般会計繰入金といたしまして、次のページになりますけども、１節

の保険基盤安定繰入金、２節の出産育児一時金繰入金、３節の財政安定化支援事業繰入金、４節

のその他一般会計繰入金をあわせまして３億７,０６０万７,０００円でございます。 

 １４款の繰越金といたしましては、１目の療養給付費交付金繰越金と２目のその他繰越金をあ

わせまして２億２,４２１万５,６２３円でございます。 

 １５款の諸収入といたしましては、１項の延滞金、加算金及び過料と２項の預金利子と、

１５０ページと１５１ページに続きますが、４項の雑入をあわせまして１,３５８万４,７６５円

でございます。 

 次に、１５２、１５３ページをお願いいたします。歳入でございまして１款の総務費でござい

ますが、主なものといたしまして、右のページになりますが、１３節の……（発言する者あり）

あ、そうですか。大変失礼しました。やり直します。歳出でございまして、１款の総務費でござ

いますが、主なものといたしまして、右のページになりますが、１３節の委託料で右から４番目

になりますが、共同電算処理といたしまして４３６万５,３２４円でありまして、これは国保連

合会に支払いますレセプト電算処理に関するものでございます。同じく委託料で下のほうになり

ますが、システム開発事業といたしまして２５７万２,５００円となっておりまして、後期高齢

者医療システムの運用支援事業業務の委託料でございます。１款総務費の支払い済み額は

１,８６３万７,２７０円となっております。 

 次に、２款の保険給付費でございまして、１５４、１５５ページと続きますけども、医療費に

かかる分でありまして２５億６０８万４１９円の支出済み額となっております。次のページ、

１５４、１５５になりますが、中でも４項の出産育児諸費の出産育児一時金に関しましては、出

産件数３８件でありまして１,３６０万円となっております。また、５項の葬祭費の葬祭費でご

ざいますが、５３件の１５９万円でございます。 

 ３款の後期高齢者支援金等でございますが、１目の支援金と２目の事業費拠出金をあわせまし

て３億７,９９８万５,９３２円でございます。 

 ４款の前期高齢者納付金で、これも１５６ページと１５７ページと続きますが、１目の納付金

と２目の事務費拠出金をあわせまして５１万１,６５２円となっております。 

 次のページ、１５６、１５７ページをお願いします。５款の老人保健拠出金でございますが、

１目の医療費拠出金と２目の事務費拠出金をあわせまして１億２,２００万３,８０９円の支出済
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み額となっております。 

 ６款の介護納付金でございますが、１億５,４５７万７,２８１円でございます。 

 ７款の共同事業拠出金でございますが、１目の高額医療費共同事業医療費拠出金と３目の保険

財政共同安定化事業拠出金をあわせまして４億１,８９４万７１円でございます。 

 次に、８款の保険事業費でございますが、１項の特定健康診査等事業費ですが、この事業は平

成２０年度から始まりまして、４０歳から７４歳までの国保被保険者の生活習慣予防のための健

診及び指導等の事業でありまして１,６５１万７,４１９円となっております。２項の保険事業で

ございますが、１目保健衛生普及費の主なものといたしましては、７節の他受診、重複受診の指

導をしています訪問指導員の賃金が主なものでございまして、２６３万６,８００円でございま

す。 

 次のページ、１５８、１５９ページをお願いいたします。２目の疾病予防費でございますが、

主なものといたしまして、７節のレセプト点検費の賃金が主でございまして５５４万７,９０１円

でございます。３項の健康管理センター事業費の１目保健指導事業でございますが、乳幼児健診

時における教育相談、指導等に係ります費用でありまして３４４万１７５円でございます。２目

の健康増進指導事業でございますが、健康温泉館で行っております水中運動、健康体操等に係る

費用でありまして１０２万６,９９２円でございます。 

○議長（三重野精二君）  ちょっと課長、特にこの中で不用額が際立って大きいとかいうようなも

のについての説明をして、あとはもう大体見れば皆わかるんで、もう少し簡潔に。（発言する者

あり） 

○保険課長（生野 博文君）  失礼しました。では、９款から行きます。１５６、１５７ページに

戻りますけども、８款の保険事業費の支出済み額は３,３０２万３,９６３円でございます。 

 ９款の基金積立金でございますが、基金利子でありまして９４万７,０７５円でございます。 

 次に、１１款の諸支出金でございますが、１目の一般被保険者保険税還付金と２目の退職被保

険者等保険税還付金と３目の還付金の過年度精算国庫返納金等をあわせまして１,１２４万

９,８５４円でございます。 

 次のページ、１６０、１６１ページをお願いいたします。１２款の予備費でございますが、

７５９万９,０００円を流用しております。 

 次に、１６２ページをお願いいたします。平成２０年度の国民健康保険特別会計といたしまし

ては、歳入総額３９億９,３８７万２１０円で、歳出総額３６億４,５９５万７,３２６円でござ

います。歳入歳出差し引き額は３億４,７９１万２,８８４円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、老人保健特別会計についてお願いをします。保険課長。 
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○保険課長（生野 博文君）  申しわけございません。初めてなもんで、数字を入れてあれしてま

すので申しわけございません。 

 じゃ続きます。それでは、続きまして老人保健特別会計の歳入歳出の決算について御説明申し

上げます。決算書の１７０ページ、１７１ページをお願いいたします。 

 歳入でございまして、１款の支払い基金交付金でございますが、１目の医療費交付金と２目の

審査支払い手数料をあわせまして、収入済み額で２億２,７０４万５,０００円でございます。 

 次に、２款の国庫支出金でございますが、これは医療費に対するものでありまして１億

４,１８７万円でございます。 

 ３款の県支出金でございますが、これも医療費に対するものでございまして３,６１０万円で

ございます。 

 ４款の繰入金でございますが、これも医療費に対する一般会計からの繰入金でありまして

３,６１０万円でございます。 

 ５款の繰越金でございますが、１９年度分繰越金で７,０１７万７円でございます。 

 ６款の諸収入でございますが、２項の預金利子と３項の雑入の交通事故等にかかります１目の

第三者納付金と２目の返納金と３目の雑入とをあわせまして１,２８５万２,８３７円となってお

ります。 

 次に、１７２、１７３ページをお願いいたします。歳出でありまして、１款の医療諸費でござ

いますが、１目の医療給付費と２目の医療費支給費と３目の審査支払い手数料をあわせまして

４億２,１９４万７９２円でございます。 

 ２款の諸支出金でございますが、１項の償還金及び還付加算金、２目の償還金と、これは国、

県への１９年度精算分の返納金であります。２項の、今度は繰り出し金、これも１９年度精算分

でありまして、一般会計への繰り出し金であります。この２つをあわせまして７,３６３万

７４５円となっております。 

 次に、１７４ページをお願いいたします。平成２０年度の老人保健特別会計といたしまして、

歳入総額５億２,４１３万７,８４４円で、歳出総額４億９,５５７万１,５３７円でございまして、

歳入歳出差し引き額は２,８５６万６,３０７円となっております。平成２０年度の決算につきま

しては、２０年４月より後期高齢者医療への制度移行に伴いまして２０年３月分の医療費１カ月

分のみが主なものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、介護保険特別会計についてお願いします。健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（秋吉 敏雄君）  健康福祉事務所長でございます。では、介護保険の特別会

計について御説明申し上げます。 
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 この介護保険につきましては、第３期事業計画で最終年度でございまして、ほぼ第３期の事業

計画どおりの事業実施ができたものというふうに考えてございます。 

 それで、保険料とか国庫支出金、支払い基金交付金は繰入金といった収入がございますが、介

護保険料につきましては、保険料につきまして５０％、おおむね５０％、そして国庫支出金はお

おむね３０％、それで県と市と持ち出し分が約１２.５％といった歳入の割合がございますので、

それに基づきまして歳入の計算をしているものでございます。それで、歳入としまして３０億

７,７０２万２,３８５円の収入を見てございます。 

 そして、１款の保険料につきまして還付未済金１３２万５,７００円がございますが、今回の

９月補正につきまして、補正をいたしまして処理をいたすという予算計上をしてるものでござい

ます。 

 続きまして、歳出でございます。１款の総務費でございますが、賃金としまして調査認定委員

の５名の分を支出してございます。挾間、庄内に２名、湯布院に１名ずつ調査認定委員を配置し

てございます。それと、３項の介護認定の部分でございますけども、主治医の意見書、これ

１,０４１万７,２００円の支出を見てございます。それと、５項の包括支援センター運営協議会

費でございますが、包括支援センターの、失礼しました、６項の計画作成費でございますが、こ

とし、第４期の事業計画をいたしまして４３９万４,０１５円の支出を見てございます。 

 ２款の保険給付費でございますが、これ要介護１級から５級の認定者の介護費の給付負担金と

要支援１級、２級の介護予防費としまして２８億５,１８０万１１９円の支出を見てございます。 

 それと、４款の基金積立金でございますが、介護従事者特例基金としまして積み立てで

２,２６７万８,９９１円の積立金をしているとこでございます。 

 ５款の地域支援事業費でございますが、これも要介護認定となる高齢者の予防と３地域におけ

る包括支援センターの委託料としまして支出をしてるものでございます。 

 それと、７款の諸支出金でございますが、過年度精算分といたしまして２,４７１万８,１４５円

の支出をしてございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  ここで皆さんにちょっとお諮りをいたしますが、全協の中で続けるとい

うような話になりましたけども、もう少し思ったより時間がかかりそうでありますが、続けます

か。ここで……（発言する者あり）休憩にしますか。（「はい」と呼ぶ者あり）ほいじゃ、再開

は１時からとします。ここで暫時休憩いたします。 

午後０時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 
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○議長（三重野精二君）  再開します。 

 新井議員から所用のため午後から欠席届が出ております。 

 次に、簡易水道事業特別会計についてお願いをします。水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。簡易水道事業の特別会計歳入歳出決算書の説明をい

たします。 

 最初に、主要施策の成果説明書の９０ページに掲載をしておりますが、２０年度につきまして

は、給水人口が８,２３１人で、昨年より１.４％の減でございます。戸数にいたしまして

２,８７７戸の１.４％の減でございます。年間総配水量は１１４万８７２で、４.８％の増とい

うことです。年間有収水量につきましては７９万９,９２８立米で、２.４％の減です。有収率に

つきましては、７０.１で、５.２％の減となっております。未収金の状況でございますが、現年

度につきましては９７.５％、過年度につきましては１２.８％ということでございます。成果説

明書に記載してることにつきましては、説明を省略させていただきたいと思います。 

 ２０４ページ、２０５ページをお願いいたします。分担金及び負担金でございますが、この負

担金につきましては全体で１６件でございます。使用料につきましては、先ほど申し述べました

とおりでございます。不納欠損におきましては、全体で１７名の２０４件でございます。 

 ５款の繰入金の一般会計繰入金につきましては、繰入基準に伴うものを一般会計より繰り入れ

させていただいております。 

 繰越金につきましては、１９年度の確定に伴うもので上がっております。 

 ９款の市債でございますが、繰入償還金の完済ということで、これは５件分でございます。収

入済み額の全体といたしまして３億３,５５５万７,６９９円でございます。 

 次ページの２０６ページ、２０７ページをお願いいたします。歳出でございますが、人件費は

簡水の職員５名分でございます。 

 需用費につきましては、消耗品は塩素及び作業用の備品ということでございます。光熱水費に

つきましては、各施設の電気代ということでございます。修繕費につきましては、漏水修理及び

各施設の修理費ということでございます。１３節の委託料でございますが、事業計画策定業務、

これは２０年、２１年度に総合計画及び基本計画を策定しておりますが、これの２０年度分で各

施設及び水量等の現状把握をした委託料でございます。漏水調査につきましては、庄内で４回分

でございます。 

 ２款の公債費でございますが、元金で庄内分が１６件、湯布院分が１３件と繰り上げ償還分を

計上しております。 

 ２０８ページ、２０９ページをお願いいたします。利子につきましては、庄内分１８件、湯布

院分１４件ということでございます。支出済み額が３億２,９８９万３,７９６円でございます。 



- 80 - 

 次ページの２１０ページをお願いいたします。歳入総額が３億３,５５５万７,６９９円、歳出

総額が３億２,９８９万３,７９６円で、差し引き額は５６６万３,９０３円で繰越金となります。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、公共下水道事業特別会計についてお願いをします。産業建設部長。 

○産業建設部長（佐藤 省一君）  産業建設部長です。平成２０年度由布市公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算について御説明を申し上げます。 

 ２１８ページ、２１９ページをお開きください。歳入ですが、歳入の主なものにつきましては、

４款の繰入金、これは一般会計からの繰入金でございます。それから、５款の繰越金、前年度の

繰り越しでございます。歳入合計１,４４８万６,８３５円となっております。 

 次ページをお願いいたします。歳出でございますが、歳出の主なものにつきましては、３款の

公債費、償還金の元金、それから償還金の利子となっております。支出合計１,４４６万

１,２３７円となっております。 

 次ページをお願いしたいと思います。公共下水道事業特別会計、歳入総額１,４４８万

６,８３５円に対しまして、歳出総額１,４４６万１,２７３円、歳入歳出差し引き額２万

５,５６２円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、農業集落排水事業特別会計についてお願いします。環境課長。 

○環境課長（溝口 博則君）  環境課長です。平成２０年度農業集落排水事業の特別会計の決算に

ついての御説明をいたします。 

 ２３０ページ、２３１ページをお願いいたします。歳入の状況でございます。分担金、負担金

につきましては、加入負担金、２０年度新規３件の加入を見ております。使用料につきましては、

それぞれ３地区から使用料収入でございまして、昨年度とほぼ同額の収入済み額というような内

容になっております。繰入金につきましては、一般会計と基金から繰り入れております。財産収

入、諸収入につきましては、それぞれの基金等からの預金利子ということになっております。歳

入合計としまして、１億９８９万４,５０１円というふうになっております。 

 次のページをお願いいたします。歳出ですけれども、農業集落事業費の中の２項の一般管理費、

これは通常の管理費でございます。庁舎等の１３節の委託料で、新規に財務諸表の作成支援業務

と資産評価支援事業というのが２０年度で新しく入ってきております。それから、２７の公課費

の中で消費税が非常に大きな不用額になっておりますけれども、今年度の、１９年度の確定の消

費税が基準額を下回ったということで中間納付がなくなっております。この関係で精算額だけと

いうことで非常に大きな不用額になっております。今年度、２１年度につきましては、この分、

中間納付が見込みでは発生するということで予定されております。それから、３目の維持管理事
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業費ですけれども、庄内の東長宝の不明水調査ということで実施をいたしました。１３節委託料

の中の漏水調査８４万円と、それから１９節の負担金補助及び交付金ですけども、団体への調査

設計事業特別負担金ということで、土地連のほうの事業によりまして総事業費５３０万円のうち

由布市負担分ということで９２万６,０００円を支出しております。これはカメラ調査によりま

す２,５２０メーター、カメラ調査を実施いたしました。結果、管路には異常はないということ

の結果でありましたが、２款の公債費につきましては、起債の元金と利子の償還金ということに

なっております。次ページに総支出済額が載っておりますが、１億８３０万２,８２０円という

ことになっております。２３６ページに実質収支に関する調書ということが掲載しております。

歳入歳出の差し引き額で１５９万１,６８１円という決算になっております。 

 農業集落排水事業につきましては以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、健康温泉館事業特別会計についてお願いをいたします。健康福祉

事務所長。 

○健康福祉事務所長（秋吉 敏雄君）  健康福祉事務所長でございます。平成２０年度由布市健康

温泉館事業特別会計歳入歳出の決算の御説明申し上げます。 

 ２４４ページ、お願いいたします。１款の健康温泉館収入でございますけども、前年度よりも

約２％程度の利用者が減ってございます。一般のお客さんが減少しておりまして、簡易売上は増

収しておりまして、収入としまして２,４６４万１,８６８円の収入額でございます。繰入金とし

まして１億２,５６７万円を繰り入れてございますが、この中には、歳出で御説明申し上げます

が、職員給が２０年度から１名計上してございますのでその繰入金も増額になってございます。 

 次に、歳出を御説明いたします。１款の健康温泉館費でございまして、人件費で給料の

５１３万９,９７５円、支出済みをしてございますが、職員の１名の増の分でございます。賃金

としまして１１名分の賃金を支出でございます。施設管理費としまして３,４７６万２８７円の

支出済みでございます。特に工事費としまして、池がございますけども、池の埋め立てをしてご

ざいます。２款の公債費でございますが、償還金としまして６,９７６万５,８６２円の支出をし

てございます。 

 歳入総額１億４,７４３万６７３円、歳出総額１億４,３６９万１,７８４円、歳入歳出差し引

き額３７３万８,８８９円となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、後期高齢者医療特別会計についてお願いをします。保険課長。 

○保険課長（生野 博文君）  保険課長です。後期高齢者医療特別会計の歳入歳出の決算について

御説明申し上げます。 

 まず、この後期高齢者医療につきましては、平成２０年４月から始まりました制度であります。 
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 それでは、歳入を御説明いたします。主なもので、１款の後期高齢者医療でございますが、収

入済み額で２億４,１３４万２,２５０円でございます。収納率が９７.９７％でございます。収

入未済額でございますが、普通徴収分であります。還付未済額でございますけども、この分は亡

くなった方の分でありまして、遺族へ返すか社会保険庁へ返すかという保留になっている分でご

ざいます。 

 次に、３款の繰越金でございます。一般会計からでありまして、事務費繰り越しと保険基盤安

定繰入金は保険料の軽減に係るものでございます。 

 歳入合計といたしまして、３億５,１４４万５,０２１円でございます。 

 ２６０、２６１ページをお願いいたします。歳出でございます。１款の総務費でございます。

支出済み額で２６８万９,０５５円でございます。 

 ２款の後期高齢者医療広域納付金でございますが、これは保険料分と保険基盤安定繰入分であ

りまして３億４,７１１万８,２６０円となっております。不用額が３,６６８万６,７３８円とあ

りますが、これは保険料の当初予算時に見込んだ額と実際の賦課額との差ということでありまし

て、本来なら補正予算で減額をしなければならないものであります。 

 歳出合計で３億４,９８８万７,３１７円となっております。 

 ２６２ページをお願いいたします。後期高齢者医療特別会計といたしまして、歳入総額３億

５,１４４万５,０２１円でございまして、歳出総額３億４,９８８万７,３１７円でございます。

歳入歳出差し引き額は１５５万７,７０４円となっておりまして、次期繰り越しとなります。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  以上で、認定第１号の詳細説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．認定第２号 

○議長（三重野精二君）  次に、日程第２、認定第２号について詳細説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。認定第２号平成２０年度由布市水道事業会計収支決

算の認定について。 

 地方公営企業法第３０条の規定に基づき、平成２０年度由布市水道事業会計収支決算の認定に

ついて、監査委員の意見を付して議会の認定を求めるということで、平成２１年の９月２日提出

ということでございます。 

 ８ページをお願いいたします。２０年度の水道事業報告でございますが、給水の状況といたし

まして、給水区域内人口は２万５,００３人、現在の給水人口は２万３,７１５人で、前年度に対

しまして０.４％の微増ということでございます。有収率といたしましては、有収水量が

３２９万４９３トンであり７６.３％と、前年度に対して漏水等の影響によりまして４.２％の減
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となっております。以下につきましては、そこに表を提示をしておりますのでごらんいただきた

いと思います。 

 工事の状況でございますが、次のページに、９ページに掲載をしておりますので、後で御一読

ください。 

 １月２８日に発生しました塩素の流入によりまして、アユ、マス、ヤマメの変死事故につきま

しては、損害賠償額が１３２万９,９９３円を平成２１年３月３１日に水産事業者へ支払いをい

たしました。 

 財政の状況でございますが、収益的収支でございますが、大口使用者の自己水源等によって給

水収益においては、昨年度に対して約４,０００万円の大幅な減となり、減益でございますが、

事業収益２億８,８６７万５０３円となっております。事業の収益の減によりまして事業費用を

最小限に抑え、前年度に対して約１,８２４万円減となり、４億９,８６１万２,０３６円でした

が、当初予算では２,２６６万円ほどの見込みでございましたが、当年度では最終的に９９４万

１,５３３円の純損失となりました。 

 次に、資本的収支でございますが、企業債償還金の補助金等によりまして総収入額は１,８６２万

７,９００円、これは税込みでございます。支出では、請負工事費の９件及び公的資金の繰り上

げ償還６本分でございますが、それを含めまして総支出額が２億８,４１０万３,００７円となり

ました。不足額の２億６,５４７万５,１０７円でありますが、減債積立金２,０００万円、過年

度損益勘定留保資金２億４,３７８万４,６８９円、消費税及び地方消費税、資本的収支調整額

１６９万４１８円で補てんしたところでございます。 

 １１ページをお願いいたします。収益的収入でございますが、水道事業収益で４億８,８６７万

５０３円ということでございますが、もう、ずっと大きなものから行きます。全体で通常的なも

のでございます。 

 １４ページをお願いいたします。収益的支出で、水道事業費用でございますが４億９,８６１万

２,０３６円。この収入、支出ともに、これ消費税抜きとなっております。 

 １５ページでございますが、委託料で由布市の水道事業の変更認可申請委託料ということで、

これが新しく上がっているものでございます。配水及び給水費でございますが、これにつきまし

ては、各配水機及び各家庭までの配管及び施設の維持管理に伴うものでございます。 

 １８ページでございますが、総係費につきましては義務的経費になります。 

 ２０ページでございますが、２２の２節の補償費でございますが１３２万９,９９３円、これ

が先ほど申したものでございます。 

 ２１ページの５目でございますが、減価償却費、これは現金が伴わない支出でございます。

２２節の営業外費用、これは企業債等の支払いになります。 
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 ２３ページでございますが、３目の過年度損益修正損ということでございますが、どうしても

水道料金として入らないもので５年以上過ぎた欠損分で、７０名の６２２件ということでござい

ます。 

 ２４ページの資本的収入でございますが、これは建設改良に伴うものでございます。 

 ２５ページでございますが、その資本的支出で主なものが請負工事費の９件と、２７ページの

企業債の償還金ということでございます。繰り上げ償還分が６本含まれております。 

 ３ページにお戻りください。２０年度水道事業損益計算書でございますが、これは消費税抜き

でございますが、右側でございますが、当年度純損失ということで９９４万１,５３３円の損失

でございますが、これにつきましては、前年度繰越利益剰余金が６,４１４万５,００５円ござい

ましたので、そのうちより補てんをするということでございます。この収益として減額した分に

つきましては、先ほど申しましたように大口使用者の減及び挾間浄水場で汚泥処理に伴う費用で

かなり、２,７００万円ほどの金額等がかかってございます。それで、今回純損失となりました。 

 ４ページでございますが、水道事業の貸借対照表でございますが、資産の部でございますが、

固定資産で、有形固定資産が６０億４,６８２万６,１０６円、無形固定資産で６５０万

５,０００円で、固定資産合計が６０億５,３３３万１,１０６円で、この固定資産につきまして

は２８ページに掲載をしておりますので、後で御一読をお願いいたします。流動資産でございま

すが、現金、預金、それと未収金でございますが、１億１,２５４万７,８３０円、この中に２月、

３月分の水道料金の調定額がございます。これが７,８００万円ほどかかりますが、引き落とし

が４月、５月になりますのでそのままの状態で未収金として上がってきます。流動資産の合計が

８億２,７５６万６,９４４円で、資産合計が６８億８,０８９万８,０５０円ということでござい

ます。 

 負債の部でございますが、負債合計が１,９２６万５,５９５円ということでございます。 

 資本の部でございますが、資本金といたしまして３７億８,４８３万５,３１４円ということで

ございます。 

 ５ページでございますが、剰余金で、剰余金の計が２９億１,１５９万３,６６９円でございま

す。利益、剰余金の計が１億６,５２０万３,４７２円で、剰余金の合計が３０億７,６７９万

７,１４１円でございます。資本合計が６８億６,１６３万２,４５５円で、負債と資本の合計が

６８億８,０８９万８,０５０円ということで、資産合計と一致をしておりますということでござ

います。 

 ６ページは、剰余金の計算書でございます。 

 ７ページでございますが、剰余金の処分計算書でございますが、今回は損失となっております

ので積み立てはございませんで５,４２０万３,４７２円が翌年度への繰越利益剰余金ということ
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でございます。 

 １ページをお願いいたします。収益的収入及び支出で、収入、これは税込みの計上でございま

して、決算額５億１,１４０万４,９９４円が水道事業収益でございまして、支出の水道事業費用

といたしましては５億６０７万１,４８９円で、この計算書を見た限りでは黒なんですが、消費

税計算をいたしますと損失ということになるということでございます。 

 ２ページをお願いいたします。資本的収入及び支出で、収入では１,８６２万７,９００円で、

支出で２億８,４１０万３,００７円ということでございまして、不足する額につきましては、先

ほど申し述べましたとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（三重野精二君）  以上で、認定第２号の詳細説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三重野精二君）  これで本日の日程はすべて終了いたしました。 

 なお、一般質問通告書追加分の提出締め切りは、明日４日正午までとなっております。 

 本日はこれにて散会をします。御苦労さまでした。 

 なお、引き続き議員は庁舎問題の報告を受けますので、会場は４階大会議室でやります。そこ

にお集まりをいただきたいと思います。 

午後１時30分散会 

────────────────────────────── 


